
- 11 - 

■ 住替え事例（１／３） ■ 

 

 

世 帯 構 成 夫（70歳） 年金収入 ２００万円（所得  ９０万円） 

      妻（64歳） 年金収入 １００万円（所得  ４０万円） 

住 替 え 前 【住宅面積】２８㎡ 【家賃】７０，０００円 

住 替 え 後 【住宅面積】３５㎡ 【家賃】６５，０００円 

 

○ 政令月収の算出・区分の確認（３～５ページ参照） 

① 所得証明書等で所得を確認（夫：９０万円、妻：４０万円） 

② 世帯全員の総所得金額 ＝ ９０万円 ＋ ４０万円 ＝ １３０万円 

③ 世帯の控除額 ＝ １０万円（給与所得等控除）× ２（夫・妻） ＋ 

          ３８万円（同居及び扶養控除）× １（妻）＝ ５８万円 

④ 政令月収 ＝ （②１３０万円 － ③５８万円）÷ １２ ＝ ６.０万円 

⇒ 結果は１２３,０００円以下 

 

○ 居住面積の確認（６、７ページ参照） 

① 最低居住面積の算出 

区分 計算式 面積 

基礎面積 １０ ㎡ 

10歳以上 （ ２ ）人 × 10㎡  ＝ ２０ ㎡ 

６歳以上 10歳未満 （   ）人 × 7.5㎡ ＝  ㎡ 

３歳以上６歳未満 （   ）人 × 5㎡ ＝  ㎡ 

３歳未満※ （   ）人 × 2.5㎡ ＝  ㎡ 

 小計  ㎡ 

 最低居住面積※ 

※小計が 30㎡未満の場合は、

30㎡とする 

※小計が 50 ㎡を超える場合は、

0.95を乗じる 

３０ ㎡ 

 

②【住替え前】（現在居住している住宅）の住宅面積と最低居住面積（①で算出）の比較 

現在居住している 

住宅の面積 

＜ 

最低居住面積 

（①で算出） 
 

最低居住面積 

２８ ㎡ ３０ ㎡ 以上・未満 

 

③ 【住替え後】の住宅面積と最低居住面積（①で算出）の比較 

住替え後の 

住宅の面積 

＞ 

最低居住面積 

（①で算出） 
 

最低居住面積 

３５ ㎡ ３０ ㎡ 以上・未満 

★【住替え事例】１２ページへ続きます★ 
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■ 住替え事例（２／３） ■ 

 

 

○ 家賃負担率の確認（８、９ページ参照） 

① 所得証明書等で収入を確認（夫：２００万円、妻：１００万円） 

② 世帯収入 ＝ ２００万円 ＋ １００万円 ＝ ３００万円 
 

【住替え前】 

③ 年間の家賃総額 ＝ ７万円 × １２カ月 ＝ ８４万円 

④ 家賃負担率 ＝ ③ ８４万円 ÷ ② ３００万円 ＝ ２８.０％ 

⑤ 高家賃負担率と家賃負担率（④で算出）の比較 

高家賃負担率 

＞ 

家賃負担率 

（④で算出） 
 

結果 

３６.７ ％  ２８.０ ％ 以上・未満 

 

【住替え後】 

③ 年間の家賃総額 ＝ ６,５万円 × １２カ月 ＝ ７８万円 

④ 家賃負担率 ＝ ③ ７８万円 ÷ ② ３００万円 ＝ ２６.０％ 

⑤ 高家賃負担率と家賃負担率（④で算出）の比較 

高家賃負担率 

＞ 

家賃負担率 

（④で算出） 
 

結果 

３６.７ ％  ２６.０ ％ 以上・未満 

 

★【住替え事例】１３ページへ続きます★ 
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■ 住替え事例（３／３） ■

【区分判定チェックリスト】 

住替え前 住替え後 

入居 

世帯 

世帯年収 ① ３,０００,０００ 円 ３,０００,０００ 円 

政令月収 ② ６０,０００ 円 ６０,０００ 円 

住宅 

住宅面積 ③ ２８ ㎡ ３５ ㎡ 

家賃 ④ ７０,０００ 円 ６５,０００ 円 

政令月収区分の確認 
 0≦②≦123,000  0≦②≦123,000

□ 123,001≦②≦158,000 □ 123,001≦②≦158,000

居住面積の確認 

※③と⑤の比較

最低居住面積 ⑤ ３０ ㎡ 最低居住面積 ⑤ ３０ ㎡ 

 最低居住面積未満 □ 最低居住面積未満

□ 最低居住面積以上  最低居住面積以上

家賃負担率(④×12÷①)

の確認 

※高家賃負担率(36.7%)の比較

家賃負担率 ２８.０ ％ 家賃負担率 ２６.０ ％ 

 高家賃負担率未満  高家賃負担率未満

□ 高家賃負担率以上 □ 高家賃負担率以上

区分判定 

※下記の判定表から
要支援世帯（１） 支援世帯（Ａ） 

≪区分判定表≫ 

① 政令月収 ≪123,000円以下の世帯≫ ①政令月収≪123,001円以上 158,000円以下の世帯≫

② 居住面積

③ 家賃負担率

最低居住面積 ② 居住面積

③ 家賃負担率

最低居住面積 

未満 以上 未満 以上 

高家賃 

負担率 

未満 
要支援世帯(１) 

支援世帯(Ａ) 高家賃 

負担率 

未満 
要支援世帯(３) 

支援世帯(Ｂ) 

以上 要支援世帯(２) 以上 要支援世帯(４) 

【住替え前】要支援世帯（１） ⇒ 【住替え後】支援世帯（Ａ）となり、 

当該住替えは居住環境が向上している 




